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我が社に限ってセクシュアルハラスメントなんか･･･と思っていませんか？

都道府県労働局雇用均等室に寄せられる職場におけるセクシュアルハラスメントに関す
る相談は、ここ数年増加しています。

また、都道府県労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数のうち５割以上、機会均
等調停会議による調停の申請受理件数のうち7割以上を職場におけるセクシュアルハラス
メントに関する事案が占めています。

会社の相談窓口に相談がないからといって、社内でセクシュアルハラスメントは起きて
いないとは限りません。都道府県労働局雇用均等室に寄せられる相談には、「相談・苦情窓
口はあるが、相談しづらい窓口になっていて、相談できない」、「相談ができる職場の雰囲
気ではない」といった内容のものもあります。
我が社に限ってセクシュアルハラスメントは起きていないと考えずに、社内の実態を把

握し、実効ある防止対策を講じてください。
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Ⅰ　男女雇用機会均等法におけるセクシュアルハラスメント対策

均等法は、セクシュアルハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義

務づけています。

講ずべき具体的な措置の内容及び措置の例示は指針（「事業主が職場における性的な言動に起因す

る問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」）において9項目示されています。

男性に対するセクシュアルハラスメントも措置の対象です。

＜以上、均等法第11条＞

職場でのセクシュアルハラスメントに関する事業主と労働者間の紛争は、調停などの紛争解決援助

制度の対象です。＜均等法第3章＞

事業主が措置義務違反に対する是正勧告に応じない場合、企業名が公表されます。

＜均等法第30条＞

事業主が報告徴収に応じない場合又は虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料に処せられま

す。＜均等法第33条＞

ポイント

職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけ
る社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、企
業にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。職場
におけるセクシュアルハラスメントは、いったん発生すると、被害者に加え行為者も退職
に至る場合がある等双方にとって取り返しのつかない損失となることが多く、被害者にと
って、事後に裁判に訴えることは、躊躇せざるを得ない場合もあるため、特に、未然の防
止対策が重要です。
また、近年、女性労働者に対するセクシュアルハラスメントに加え、男性労働者に対す

るセクシュアルハラスメントの事案も見られるようになってきました。
こうしたことから、男女雇用機会均等法（以下「均等法」といいます。）では、職場にお
けるセクシュアルハラスメントの対象を男女労働者とするとともに、その防止のため、当
該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上
必要な措置を講ずることを事業主に義務づけています。

◇ 均等法
（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）

第11条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業

環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な

体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実

施を図るために必要な指針を定めるものとする。
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Ⅱ　均等法上の「職場におけるセクシュアルハラスメント」とは

いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む、事

業主が雇用する労働者のすべてをいいます。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者（派遣

先事業主）についても規定が適用され、派遣先事業主は、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる

必要があります。

事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所で

あっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

● 「職場」の例

取引先の事務所 取引先と打合せをするための飲食店（接待の席も含む）

顧客の自宅 取材先

出張先 業務で使用する車中

● 勤務時間外の「宴会」等であっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当します

が、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制的か任意か等を考慮して個別に

行う必要があります。

「労働者」とは

「職場」とは

性的な内容の発言及び性的な行動を指します。

事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメ

ントの行為者になり得るものであり、また、女性労働者が女性労働者に対して行う場合や、男性労働者

が男性労働者に対して行う場合についても含まれます。

● 性的な言動の例

①　性的な内容の発言

性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報（噂）を意図的に流布すること、

性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話す

ことなど

②　性的な行動

性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・

掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など

「性的な言動」とは
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Ⅲ　「職場におけるセクシュアルハラスメント」の種類は

「職場におけるセクシュアルハラスメント」には「対価型」と「環境型」があります。

労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応（拒否や抵抗）により、その労働者が解雇、降

格、減給等（労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等）

の不利益を受けることです。

● 典型的な例

・ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、

その労働者を解雇すること。

・ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その労

働者について不利益な配置転換をすること。

・ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言して

いたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。

「対価型セクシュアルハラスメント」とは

労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重

大な悪影響が生じる等その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。

● 典型的な例

・ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、その労働者が苦痛に感

じてその就業意欲が低下していること。

・ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布した

ため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

・ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示している

ため、その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

「環境型セクシュアルハラスメント」とは

セクシュアルハラスメントの状況は多様であり、判断に当たり個別の状況を斟酌する必要があります。

また、「労働者の意に反する性的な言動」及び「就業環境を害される」の判断に当たっては、労働者の

主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象となることを考えると一定の客観性が必要

です。一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を

害することとなり得ますし、継続性又は繰り返しが要件となるものであっても、明確に抗議しているに

もかかわらず放置された状態の場合又は心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合には、就業

環境が害されていると解し得るものです。また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考

慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被

害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。

判断基準
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Ⅳ　事業主が雇用管理上講ずべき事項とは

職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき
措置に関し、厚生労働大臣の指針が9項目定められており、事業主は、これらについて必ず
講じなければなりません。企業の規模や職場の状況に応じ、適切と考える措置を選択できる
よう、措置の方法について具体例を示しますので、それを参考に措置を実施してください。
なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければ

ならないことにご注意ください。（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就
業条件の整備等に関する法律第47条の2）
まず、9項目のポイントは以下のとおりです。

1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
（1）職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはな

らない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

（2）セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を

就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

2 相談（苦情含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
（3）相談窓口をあらかじめ定めること。

（4）相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

また、広く相談に対応すること。

3 事後の迅速かつ適切な対応
（5）事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

（6）事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。

（7）再発防止に向けた措置を講ずること。（事実が確認できなかった場合も同様）

4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
（8）相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。

（9）相談したこと、事実関係に確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行っては

ならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

次に、9項目について、具体的に解説します。

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を明確化し、労働者に
対してその方針の周知・啓発をすることについて次の措置を講じなければなりません。
周知・啓発するに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果を
高めるため、発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要です。

「発生の原因や背景」とは、例えば、「企業の雇用管理の問題として労働者の活用や能力
発揮を考えていない雇用管理のあり方」や「労働者の意識問題として同僚である労働者を
職場における対等なパートナーとして見ず、性的な関心の対象として見る意識のあり方」
が挙げられます。両者は相互に関連してセクシュアルハラスメントを起こす職場環境を形
成すると考えられます。

1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
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（方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例）

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシ
ュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督
者を含む労働者に周知・啓発すること。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、あってはならない旨の方
針を規定し、内容と併せ、労働者に周知・啓発すること。

■ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に内容及びあって
はならない旨の方針を記載し、配布等すること。

■ 内容及びあってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を
実施すること。

● 「その他の職場における服務規律等を定めた文書」として、従業員心得や必携、行動マニュ
アル等、就業規則の本則ではないが就業規則の一部をなすものが考えられます。

● 「研修、講習等」を実施する場合には、調査を行う等職場の実態を踏まえて実施する、管理
職層を中心に職階別に分けて実施する等の方法が効果的と考えられます。

● パンフレット等により周知する場合は、全労働者に確実に周知されるよう、配付方法等を工
夫しましょう。

1

労働者が意に反することを示しているにもかかわらず、性的な言動が繰り返されること
に対処するのはもちろんですが、労働者がセクシュアルハラスメントの行為者に拒絶の意
思表示をしなかったからといって、セクシュアルハラスメントがなかったとは限りません。
会社は、日頃から従業員の意識啓発等、周知徹底を図るとともに、相談しやすい相談窓
口となっているかを点検する等普段から職場環境に対するチェックを行い、特に、未然の
防止対策を十分講じるようにしましょう。

（方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）

職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に
ついては、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職
場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者
に周知・啓発すること。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、セクシュアルハラスメントに
係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。

■ セクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場に
おける服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明
確化し、これを労働者に周知・啓発すること。

●　「対処の内容」を文書に規定することについては、セクシュアルハラスメントに係る性的な
言動をした場合に具体的にどのような対処がなされるのかをルールとして明確化し、労働者
に認識させ、もってセクシュアルハラスメントの防止を図ることを目的とするものです。懲
戒規定において具体的な性的言動の態様を処分の内容に直接対応させて規定することのほか、
どのような性的言動がどのような処分に相当するか判断するに当たっての判断要素を明らか
にする方法も考えられます。

● 懲戒規定を就業規則の本則以外において定める場合には、就業規則の本則にその旨の委任規
定を定めておくことが必要となりますので注意してください。

2
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2 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

（あらかじめ定めていると認められる例）

相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定
めること。

■ 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
■ 相談に対応するための制度を設けること。
■ 外部の機関に相談への対応を委託すること。

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必
要な体制を整備することについて、次の措置を講じなければなりません。

●　「窓口をあらかじめ定める」とは、窓口を形式的に設けるだけでは足らず、実質的な対応が
可能な窓口が設けられていることをいいます。

●　このためには、労働者が利用しやすい体制を整備しておくこと、労働者に対して周知されて
いることが必要です。

●　相談を面談だけでなく、電話、メール等複数の方法で受けるよう工夫しましょう。
●　相談の結果、必要に応じて人事担当者及び相談者の上司と連絡を取る等、相談内容・状況に

即した適切な対応がとれるようフォローの体制を考えておきましょう。

3

（相談窓口の担当者が適切に対応することができる体制と認められる例）

③の相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対
応できるようにすること。また、相談窓口においては、職場におけるセク
シュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のお
それがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか
否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うように
すること。

■ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事
部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。

■ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュア
ルに基づき対応すること。

● 「内容や状況に応じ適切に対応する」とは、具体的には、相談者や行為者等に対して、一律に
何らかの対応をすることを指すものではありません。労働者が受けている性的言動等の性格・
態様によって、状況を注意深く見守る程度のものから、上司、同僚等を通じ、行為者に対し間
接的に注意を促すもの、直接注意を促すもの等事案に即した対応を行うことを意味します。
なお、対応に当たっては、公正な立場に立って、真摯に対応すべきです。

●　「広く相談に対応」とは、職場におけるセクシュアルハラスメントを未然に防止する観点か
ら、相談の対象として、職場におけるセクシュアルハラスメントそのものでなくともその発
生のおそれがある場合、セクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合も幅広く含
めることを意味します。例えば、勤務時間後の宴会等で生じたセクシュアルハラスメントに
ついての相談も幅広く対象とすることが必要です。

●　「留意点」には、いわゆる「二次セクシュアルハラスメント（相談者が相談窓口の担当者の
言動等によってさらに被害を受けること）」を防止するために必要な事項も含まれます。

●　相談担当者に対する研修をするようにしましょう（対応の仕方、カウンセリング等）。
●　相談・苦情を受けた後、問題を放置しておくと、問題を悪化させ、被害を拡大させてしまう

ので、初期の段階での迅速な対応が必要です。

4
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（確認していると認められる例）

3 事後の迅速かつ適切な対応

事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

■ 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者とされる者の双方か
ら事実関係を確認すること。
また、相談者と行為者とされる者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の

確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を
講ずること。

■ 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合等において、均等法第18
条に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。

● 事案が生じてから、誰がどのように対応するのか検討しているのでは対応を遅らせることに
なります。迅速かつ適切に対応するためには、問題が生じた場合の担当部署や対応の手順な
どをあらかじめ明確に定めておきましょう。

● 事実確認は、被害の継続、拡大を防ぐため、相談があったら迅速に開始しましょう。
● 事実確認に当たっては、当事者の言い分、希望を十分に聴きましょう。
● 事実確認が完了していなくても、当事者の状況や事案の性質等に応じて、被害の拡大を防ぐ

ため、被害者の立場を考慮して臨機応変に対応しましょう。

（措置を適正に行っていると認められる例）

⑤により、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認
できた場合においては、行為者に対する措置及び被害者に対する措置をそ
れぞれ適正に行うこと。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるセクシュア
ルハラスメントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ず
ること。
併せて事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害

者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回
復等の措置を講ずること。

■ 均等法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を講ずる
こと。

● セクシュアルハラスメントの事実が確認されても、往々にして問題を軽く考え、あるいは企
業の体裁を考えて秘密裏に処理しようとしたり、個人間の問題として当事者の解決に委ねよ
うとする事例がみられます。しかし、こうした対応は、問題をこじらせ解決を困難にするこ
とになりかねません。真の解決のためには、相談の段階から、事業主が真摯に取り組むこと、
また、行為者への制裁は、公正なルールに基づいて行うことが重要です。

6

5

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があった場合にお
いて、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処することについて、
次の措置を講じなければなりません。
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（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）

4 １から３までの措置と併せて講ずべき措置

改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓
発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。
なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認でき

なかった場合においても、同様の措置を講ずること。

■ 職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針及び職場におけるセク
シュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社
内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配
布等すること。

■ 労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、
講習等を改めて実施すること。

● たとえ事実確認ができなくても、こうした相談が寄せられたということは、これまでの周知
方法や対応方法等に何らかの問題があったからだとも考えられます。これまでの防止対策を
再点検し、改めて周知し直しましょう。

● 社内で相談しづらい雰囲気がないか、相談の対応状況を検討しましょう。

（プライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例）

職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報
はその相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相
談への対応又はそのセクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっ
ては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講
ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。

■ 相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、
相談窓口の担当者が相談を受けた際には、そのマニュアルに基づき対応するものとすること。

■ 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行う
こと。

■ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じて
いることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲
載し、配布等すること。

● 労働者の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」
（http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/）
及び「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に
関する指針」（http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html）に基づき、
適切に取り扱うことが必要です。

● 職場におけるセクシュアルハラスメントの事案に係る個人情報は、特に個人のプライバシー
を保護する必要がある事項ですから、事業主は、その保護のために必要な措置を講ずるとと
もに、その旨を労働者に周知することにより、労働者が安心して相談できるようにする必要
があります。

8

7
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（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発することにつ
いて措置を講じていると認められる例）

労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと
又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行
ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

■ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、労働者が職場におけるセ
クシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力をしたこと等を
理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・
啓発すること。

■ 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働者が職場
におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力した
こと等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者
に配布すること。

● 実質的な相談ができるようにし、また、事実関係の確認をすることができるようにするため
には、相談者や事実関係の確認に協力した者が不利益な取扱いを受けないことが必要である
ことから、これらを理由とする不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、さらにそれを
労働者に周知・啓発することを定めています。

● 事業主の方針の周知・啓発の際や相談窓口の設置にあわせて、周知することが望ましいで
しょう。

● セクシュアルハラスメントの相談をした従業員をトラブルメーカーとして扱ったりしていな
いか、注意しましょう。

9

＜参考＞
職場におけるセクシュアルハラスメントによって、精神障害等を発病した場合、労災として認定

されるケースもあります。詳しくは、最寄りの労働基準監督署、労働局にお問い合わせください。

（労働基準監督署、労働局の連絡先）

http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

（精神障害等に関する労災認定の取扱い）

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-15.html
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Ⅴ　対応事例

（懲戒の種類）
第▽条　懲戒は次の区分により行う。
①　訓戒　　　～
②　譴責　　　始末書を提出させ、～。

（以下、略）
③　出勤停止　始末書を提出させ、○日間を限度に～
④　懲戒解雇　即時に解雇する。
（懲戒の事由）
第△条　次のいずれかに該当するときは譴責とする。但し情状により訓戒とすることがある。
①～⑤　略
⑥ 職場内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪
くしたとき。

２ 次のいずれかに該当するときは、出勤停止とする。但し情状により譴責とすることがある。
①　前項の行為が再度に及んだ者またはその情状が悪質と認められたとき。
②～⑥　略
⑦ 職場内において、性的な関心を示したり、噂を流布したり、性的な行為をしかけたり
して、他人の業務に支障を与えたとき。

３ 次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。但し情状により諭旨退職とすることがある。
①　前項の行為が再度に及んだ者またはその情状が悪質と認められたとき。
②～⑥　略
⑦　職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき。

（１）就業規則の変更で対応する事例

A社 就業規則の懲戒規定に記載した例

1 セクシュアルハラスメントの行為者に厳正に対処する方針
（7頁②）等を定め、労働者に周知・啓発している事例

B社 就業規則に委任規定を設けた上で、詳細を別規定に定めた例

就業規則本体に委任の根拠を定め、これに基づいた別規定を定めています。この場合、別規定も就
業規則に含まれます。

第□条　セクシュアルハラスメントの禁止
セクシュアルハラスメントについては、第○条（服務規律）及び第△条（懲戒）のほか、

詳細は「セクシュアルハラスメントの防止に関する規定」により別に定める。

―　セクシュアルハラスメントの防止に関する規定　―
第１条（目的）本規定は、就業規則第□条及び男女雇用機会均等法に基づき、職場における
セクシュアルハラスメントを防止するために従業員が遵守するべき事項、ならびに性的な
言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定める。
第２条（定義）セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業
員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること、又は性的な言動に
より他の従業員の就業環境を害することをいう。
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２ 前項の職場とは、勤務部店のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、
就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
３ 第１項の他の従業員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な
言動により就業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。
第３条（禁止行為）すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして
認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内
において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一　性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
二　わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
三　うわさの流布
四　不必要な身体への接触
五　性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
六　交際・性的関係の強要
七　性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配
置転換等の不利益を与える行為

八　その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
２ 上司は、部下である従業員がセクシュアルハラスメントを受けている事実を認めながら、
これを黙認する行為をしてはならない。
第４条（懲戒）次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。
一　第３条第１項第一号から第五号までのいずれか又は第八号を行った場合　就業規則第
△条第１項に定める譴責、減給又は出勤停止
二　前号において数回にわたり懲戒処分を受けたにもかかわらず改善の見込みがないと認
められた場合又は第３条第１項第六号、第七号若しくは同条第２項の行為を行った場合
就業規則第△条第２項に定める懲戒解雇

第５条（相談及び苦情への対応）セクシュアルハラスメントに関する相談及び苦情処理の相
談窓口は本社及び各事業場で設けることとし、その責任者は人事部長とする。人事部長は、
窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、担当者に対する対応マ
ニュアルの作成及び対応に必要な研修を行うものとする。
２ セクシュアルハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は性的な言動に関する相
談及び苦情を窓口担当者に申し出ることができる。
３ 対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、本社においては
人事部長へ、各事業場においては所属長へ報告する。報告に基づき、人事部長あるいは所
属長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の従業
員等に事実関係を聴取する。
４ 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
５ 対応マニュアルに沿い、所属長は人事部長に事実関係を報告し、人事部長は、問題解決
のための措置として、第４条による懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件及び就業
環境を改善するために必要な措置を講じる。
６ 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談
をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
第６条（再発防止の義務）人事部長は、セクシュアルハラスメントの事案が生じた時は、周
知の際徹底及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、適切な再発防止策を講
じなければならない。

付則　平成○年○月○日より実施
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第○章　服務規律
第○条　従業員は、次のような行為を行ってはならない。
①　他人に不愉快な思いをさせ、会社の秩序、風気を乱す行為
②　他人の人権を侵害したり、業務を妨害したり、退職を強要する行為
③　暴行、脅迫、傷害、賭博またはこれに類する行為及び恥辱等の行為
④～⑥　略

（２）パンフレット等の文書で周知する事例

Ｃ社 セクシュアルハラスメントを行った場合の対処の内容をパンフレット等で周知した例

就業規則の懲戒規定が詳細に定められており、その中でセクシュアルハラスメントが行われた場合
の対処等がすでに読み込めるものとなっている場合には、セクシュアルハラスメントが適用の対象と
なることをパンフレット等で周知することで措置を講じたことになります。

第△章　懲戒
（懲戒の事由）
第△条　従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給又は出勤停止
とする。
①～⑤　略
⑥　第○条（服務規律）①又は②により風紀を乱したとき。
２ 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。但し、情状により諭旨退
職とする。
①～⑩　略
⑪ 前項⑥により数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず改善の見込みがない場合、
又は第○条（服務規律）③により風紀を乱したとき。
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○年○月○日

セクシュアルハラスメントは許しません！！

株式会社○○○　代表取締役社長○○○

１ 職場におけるセクシュアルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つけ
る社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会
社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

２ 我が社は下記の行為を許しません。
「就業規則第○条①他人に不快な思いをさせ、会社の秩序、風紀を乱す行為」とは、次の
とおりです。
①　性的な冗談、からかい、質問
②　わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③　その他、他人に不快感を与える性的な言動

「就業規則第○条②他人の人権を侵害したり、業務を妨害したり、退職を強要する行為」
とは次のとおりです。
④　性的な噂の流布
⑤　身体への不必要な接触
⑥　性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

「就業規則第○条③暴行、脅迫、傷害、賭博またはこれに類する行為及び恥辱等の行為」
とは次のとおりです。
⑦　交際、性的な関係の強要
⑧　性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い　など

３ この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いている
方すべて、また、顧客、取引先の社員の方等を含みます。相手の立場に立って、普段の言
動を振り返り、セクシュアルハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

４　相談窓口
職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談（苦情を含む）窓口担当者は次の

者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、上記２に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。

○○課　○○○（内線○○、メールアドレス○○○）（女性）
△△課　△△△（内線△△、メールアドレス△△△）（男性）
××外部相談窓口　（電話××、メールアドレス×××）

相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しま
すので安心してご相談ください。

５　相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。

６ セクシュアルハラスメント防止研修・講習も行っていますのでふるってご参加ください。

（パンフレット、チラシ、社内報、社内ホームページ等で周知している例）
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D社 セクシュアルハラスメントを行った場合の対処の方針及び内容をパンフレット等で周知した例

就業規則の「懲戒規定」の懲戒事由にセクシュアルハラスメントは明示されていないが、①懲戒事
由にセクシュアルハラスメントも含まれること及び②どのような性的言動が、どのような処分に相当
するかについては、懲戒処分にあたっての判断要素を明らかにし、これをパンフレット等で周知する
ことで措置を講じたことになります。
なお、判断要素については、下記の例の他、犯罪性の有無、反復・継続性、加害者の改悛の程度等

が考えられます。

（懲戒規定）
第○条　懲戒の事由
社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、情状に応じ譴責、減給、出勤停止又は懲

戒解雇に処する。
１. 不正不義の行為をなし、従業員としての体面を汚したとき
２. 法令、就業規則、服務規定その他会社の諸規定に違反するとき
３. 他人に対して不法に辞職を強要しあるいはこれを教唆、扇動又は暴行脅迫を加え、
若しくはその業務を妨害したとき

４. 著しく風紀秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき
５. その他前各号に準ずる不適切な行為を行ったとき

―　セクシュアルハラスメントに関する社員周知用パンフレット等　―

１　我が社はセクシュアルハラスメントを許しません。

２　すべての社員は、職場内において次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
①　性的な冗談、からかい、質問
②　わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
③　身体への不必要な接触
④　交際、性的な関係の強要
⑤　その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

３ 社員がセクシュアルハラスメントを行った場合、就業規則第○条「懲戒の事由」の1.～
5. に当たることとなり処分されることがあります。
また、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
①　行為の具体的態様（時間・場所(職場か否か）・内容・程度）
②　当事者同士の関係（職位等）
③　被害者の対応（告訴等）・心情等

４　相談窓口

５　その他

● セクシュアルハラスメント対策は、制度を作っただけで完成するものではありません。また、
会社毎に異なるものであり、決まり切った正解はありません。法律の中身に沿って、取組を
充実させる努力をし続けましょう！

● 周知・啓発は、一度行えば良いというものではありません。例えば、管理職層を中心に階層
別に分けて研修を実施する、正規社員及びパート、アルバイト、派遣労働者等の非正規社員
を対象に実施する、新入社員の入社時期、異動の多い時期に合わせて研修を実施する等によ
りすべての労働者に対して周知できるよう工夫しましょう！



17

2 相談・苦情への対応の流れの事例　～ Ａ社の場合 ～
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ⅤⅠ 男女雇用機会均等法等のセクシュアルハラスメント関連条文、指針

（平成19年４月1日施行）
第２章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
第２節　事業主の講ずべき措置
（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置）
第11条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応に
より当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働
者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応する
ために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有
効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
３　（略）

第３章　紛争の解決
第１節　紛争の解決の援助
（紛争の解決の促進に関する特例）
第16条　第５条から第７条まで、第９条、第11条第１項、第12条及び第13条第１項に定める
事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進
に関する法律（平成13年法律第112号）第４条、第５条及び第12条から第19条までの規定
は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。
（紛争の解決の援助）
第17条　（第１項　略）
２ 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇そ
の他不利益な取扱いをしてはならない。

第２節　調停
（調停の委任）
第18条　都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争（労働者の募集及び採用についての紛
争を除く。）について、当該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方
から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるとき
は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第６条第１項の紛争調整委員会（以下
「委員会」という。）に調停を行わせるものとする。
２ 前条第２項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
第20条　委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その
意見を聴くことができる。
２ 委員会は、第11条第１項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調
停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者
のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行ったとされる者の出頭を求め、その
意見を聴くことができる。

第４章　雑則
（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第29条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対し
て、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
２　（略）
（公表）
第30条　厚生労働大臣は、第５条から第７条まで、第９条第１項から第３項まで、第11条第
１項、第12条及び第13条第１項の規定に違反している事業主に対し、前条第１項の規定に
よる勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨
を公表することができる。

第５章　罰則
第33条　第29条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の
過料に処する。

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（抄）
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事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措
置についての指針　　　　　　　　　　　　　　　 （平成18年厚生労働省告示第615号）

１　はじめに

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「法」という。）

第11条第１項に規定する事業主が職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応によ

り当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害さ

れること（以下「職場におけるセクシュアルハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置に

ついて、同条第２項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたも

のである。

２　職場におけるセクシュアルハラスメントの内容

（1）職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応

により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」と

いう。）と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの（以下「環境型セクシュアルハラスメ

ント」という。）がある。

（2）「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場

所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。例えば、取

引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行

する場所であればこれに該当する。

（3）「労働者」とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働

者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいう。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者について

も、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和60年法律

第88号）第47条の２の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなさ

れ、法第11条第１項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者に

ついてもその雇用する労働者と同様に、３以下の措置を講ずることが必要である。

（4）「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な

事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係

を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。

（5）「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対す

る労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は多

様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。

イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を

解雇すること。

ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不

利益な配置転換をすること。

ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議さ

れたため、当該労働者を降格すること。

（6）「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により

労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業す

る上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次

のようなものがある。

イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意

欲が低下していること。

ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働

者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。

ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働

者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
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３ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければ

ならない。

（1）事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の

周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。

なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める

ため、その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要である。

イ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあって

はならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

（方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラ

スメントがあってはならない旨の方針を規定し、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容と併

せ、労働者に周知・啓発すること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に職場におけるセクシュ

アルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を

記載し、配布等すること。

③ 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントがあっ

てはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

ロ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨

の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督

者を含む労働者に周知・啓発すること。

（方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラ

スメントに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発する

こと。

② 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則その他の

職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確

化し、これを労働者に周知・啓発すること。

（2）相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制

の整備として、次の措置を講じなければならない。

イ　相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定めること。

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）

①　相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。

② 相談に対応するための制度を設けること。

③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。

ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。ま

た、相談窓口においては、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、

その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合

であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例）

① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門と

が連携を図ることができる仕組みとすること。

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基

づき対応すること。

（3）職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があった場合において、その事案

に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。

イ　事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者（以下「相談者」という。）

及び職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者とされる者（以下「行為者」
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という。）の双方から事実関係を確認すること。

また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできな

いと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法第18条に基づ

く調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。

ロ イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為

者に対する措置及び被害を受けた労働者（以下「被害者」という。）に対する措置をそれぞれ適正に行う

こと。

（措置を適正に行っていると認められる例）

① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるセクシュアルハラス

メントに関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。併せて事案

の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すた

めの配置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講ずること。

② 法第18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を講ずること。

ハ 改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた

措置を講ずること。

なお、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同

様の措置を講ずること。

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）

① 職場におけるセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針及び職場におけるセクシュア

ルハラスメントに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレ

ット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること。

② 労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習

等を改めて実施すること。

（4）（1）から（3）までの措置と併せて講ずべき措置

（1）から（3）までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。

イ 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプ

ライバシーに属するものであることから、相談への対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後

の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、

その旨を労働者に対して周知すること。

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例）

① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談

窓口の担当者が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。

② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。

③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じているこ

とを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等す

ること。

ロ 労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力し

たこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

（不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者にその周知・啓発することについて措置を講じて

いると認められる例）

① 就業規則その他の職場における職務規律等を定めた文書において、労働者が職場におけるセクシュ

アルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、当該

労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、労働者が職場におけ

るセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由と

して、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること。
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（抄）

（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例）

第47条の２　労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派

遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業

主と見なして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第９条第３項、第11条

第１項、第12条及び第13条第１項の規定を適用する。この場合において、同法第11条第１項中「雇用管理上」

とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。



23

ⅤⅠⅠ 自主点検

● 点検項目のうち、実施している項目にレ点をつけてください。
● 点検項目は取組方法の例です。他の方法もいろいろ考えられます。それぞれの企業の実態に応じて、

必要な措置を講じてください。対策の効果をより高めるためにも複数の措置を実施することを検討
してください。

● 労働者の意識や実態を把握することは、職場におけるセクシュアルハラスメントを未然に防止し、
労働者にとって働きやすい職場環境を作っていくための出発点です。

a アンケート例について、27頁参照。

1 職場におけるセクシュアルハラスメントの実態把握

職場におけるセクシュアルハラスメントに対する労働者の意識や実態を把握した
り、対策について意見を聞くために、次のような取組を行っていますか。

□ 社内アンケート調査を実施している。
□ 職場ごとに話し合いを行い、意見を聞いている。
□ 労働者を集めて、意見交換会を実施している。
□ 人事面接を行う際に意見を聞いている。
□ イントラネットを活用して実態や意見を把握している。
□ 相談・苦情窓口において実態や意見を把握している。
□ 対策について検討するプロジェクトチームを設置している。

2 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発　＜指針１＞

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハ
ラスメントがあってはならない旨の方針を明らかにするために、次のような取組を
行っていますか。

□　就業規則にセクシュアルハラスメントの禁止について規定している。
□　セクシュアルハラスメント対策についての労使協定を締結している。
□　社内倫理規定、社員行動基準等にセクシュアルハラスメントの禁止について定めている。
□　労働者心得や必携にセクシュアルハラスメントの禁止について記載している。
□　セクシュアルハラスメントの禁止について社内通達を発出している。
□　経営トップがセクシュアルハラスメント防止宣言をしている。

職場におけるセクシュアルハラスメントとはどのようなことかを労働者に理解さ
せるために、次のような取組を行っていますか。

□　労働者の意識調査を行い、男女労働者間の認識に差があることを理解させている。
□　チェックリストを作成し、労働者にセクシュアルハラスメントについての認識度を自己点検

させている。
□　職場ごとの会議等でセクシュアルハラスメントに関する事項について注意喚起を行っている。
□　階層別の研修にセクシュアルハラスメントに関する事項を組み込んで実施している。
□　労働者の意識啓発のための小冊子を作成し配付している。
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● 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するためには、まず事業主の方針として職場におけ
るセクシュアルハラスメントを許さないことを明確にするとともに、これを全労働者に周知・啓発
しなければなりません。

a 事業主が講ずべき措置について、6～7頁参照。

職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハ
ラスメントがあってはならない旨の方針を労働者に周知・啓発するため、次のよう
な取組を行っていますか。

□　社内報で特集記事を組んだり、シリーズとして掲載している。
□　「職場におけるセクシュアルハラスメントを許さない」という方針を盛り込んだパンフレット、

ポスター等を作成し、職場に掲示している。
□　セクシュアルハラスメントに関する事項を規定した就業規則、労使協定等を全労働者に配付している。
□　セクシュアルハラスメントに関する事項を定めた社内倫理規定、社員行動基準等を全労働者

に配付している。
□　方針を社内イントラネット上の掲示板に載せたり、全労働者にメールで送信している。

職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については
厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を労働者に明らかにするために、次のよう
な取組を行っていますか。

□　就業規則にセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、
これを労働者に配付している。

□　セクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則において定めら
れている懲戒規定の適用の対象となり、どのような性的言動がどのような処分に相当するか
についてパンフレットに記載し、これを労働者に配付している。

相談への対応のための窓口をあらかじめ定めていますか。

□　相談室を設置している。
□　相談に対応する担当者をあらかじめ定めている。
□　相談に対応する苦情処理機関を設けている。
□　相談専用のメールアドレスを設けている。
□　相談専用電話を設置している。
□　外部の専門家（カウンセラー、弁護士等）に相談への対応を委託している。

相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるよう
にしていますか。また、相談窓口においては、広く相談に対応し、適切な対応を行う
ようにしていますか。

□　相談窓口で受けた相談の内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図る
ことができる仕組みとしている。

□　相談窓口の担当者が、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応で
きるようにしている。

□　相談窓口担当者を対象として、相談対応の仕方やカウンセリングの知識等について研修を実
施している。

□　些細な事柄に関する相談であっても、公正真摯な態度で丁寧に対応するよう徹底している。

3 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備＜指針2＞
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● 職場におけるセクシュアルハラスメントの未然防止及び再発防止の観点から相談窓口を明確にする
とともに、相談対応に当たってはその内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制
を整備しなければなりません。

a 事業主が講ずべき措置について、8頁参照。

● 事案が生じてからどのように対応するのか検討していては対応を遅らせることになります。事案に
迅速かつ適切に対応するために、問題が生じた場合の対応部署や対応の手順などをあらかじめ明確
に定めておきましょう。

a 事業主が講ずべき措置について、9～10頁参照

4 事後の迅速かつ適切な対応　＜指針3＞

職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談があった場合に、事案に係る
事実関係を迅速かつ正確に確認していますか。

□　相談窓口担当者が事実関係の確認を行っている。
□　苦情処理委員会が事実関係の確認を行っている。
□　事実確認する際に、当事者双方の主張を公平に聞くことにしている。
□　当事者に了解を得た上で、必要に応じて第三者からの話も聴取している。
□　事実関係の確認が困難な場合等において、均等法第18条に基づく調停の申請を行うなど第三

者機関に紛争処理を委ねることとしている。

職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合において
は、行為者に対する措置及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行っていますか。

□　就業規則に基づき、行為者に対して一定の制裁を課すこととしている。
□　当事者間の関係の改善について援助を行うこととしている。
□　被害者の精神的なショックが大きい場合は、メンタルケアを行うこととしている。
□　会社が講じる措置を当事者に説明することとしている。
□　均等法第18条に基づく調停などの第三者機関の紛争解決案に従った措置を講じることとして

いる。
□　行為者を配置転換させる等当事者を引き離すよう人事上の配慮をしている。
□　被害者の労働条件等に不利益が生じている場合はそれを回復することとしている。

セクシュアルハラスメントが生じた場合に、次のような再発防止策を講じていま
すか。

□　「セクシュアルハラスメントを許さない」という会社の方針及び行為者について厳正に対処
する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等により再確認させている。

□　セクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習を改めて実施している。
□　会議、朝礼等の場でセクシュアルハラスメントを行わないよう再度注意を促している。
□　社内で相談しづらい雰囲気がないか、相談・苦情への対応状況を再検討している。
□　セクシュアルハラスメントが生じた原因を分析し防止対策を再検討している。
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● 職場におけるセクシュアルハラスメントの事案に係る個人情報は、特に個人のプライバシーを保護
する必要がある事項であるため、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を
講ずるとともに、その旨を全労働者に周知することにより、労働者が安心して相談できるようにす
る必要があります。実質的な相談ができるようにし、また、事実関係の確認ができるようにするた
めには、相談者や事実関係の確認に協力した者が不利益取扱いを受けないことが必要であるため、
これらを理由とする不利益取扱いを行ってはならない旨を定め全労働者に周知・啓発することが必
要です。

a 事業主が講ずべき措置について、10～11頁参照。

● セクシュアルハラスメント対策は企業ごとに異なるものであり、決まり切った正解はありません。
法律に沿って取組を充実させる努力をし続けましょう。

5 プライバシーの保護、不利益取扱いを行わない旨の定め　＜指針4＞

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるととも
に、その旨を労働者に対して周知していますか。

□　相談者・行為者等のプライバシーや名誉を尊重し、知り得た事実の秘密を厳守するよう徹底
している。

□　相談者・行為者等のプライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定めて
いる。

□　相談者・行為者等のプライバシー保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行っている。
□　相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じて

いることを、社内報、パンフレット、社内ホームページなどに掲載し、配付している。

労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談をしたこと又は事実
関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨
を定め、労働者に周知・啓発していますか。

□　就業規則において、相談したことや事実確認に協力したことを理由として解雇等の不利益取
扱いをされない旨規定し、労働者に周知・啓発している。

□　社内報、パンフレット、社内ホームページなどに、相談したことや事実確認に協力したこと
を理由として解雇等の不利益取扱いをされない旨記載し、労働者に周知・啓発している。

＜参考＞　均等法に基づく紛争解決援助制度について
厚生労働省の出先機関である都道府県労働局雇用均等室では、労働者と事業主の間で職場での

セクシュアルハラスメントに関する私法上の紛争が生じた場合、当事者の一方又は双方の求めに

応じ、紛争の早期解決のための援助を行っています。援助には次の2つの方法があります。

1 都道府県労働局長による紛争解決の援助（均等法第17条）

2 機会均等調停会議による調停（均等法第18条）

この2つの制度は、労働局又は調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間に立ち、両当事

者の納得が得られるよう解決策を提示し、紛争の解決を図ることを目的とした行政サービスです。
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セクシュアルハラスメントについてのアンケート例

●該当する項目の□にレ点をつけてください。
1 性　別
□　男性　　□　女性

2 次のようなことはセクシュアルハラスメントに
当たると思いますか。
□　容姿やプロポーションについてあれこれ言う
□　性的な冗談を言う
□　肩、手、髪に触る
□　職場の宴会でお酌やカラオケのデュエットを強
要する

□　女性労働者にのみお茶くみを強要する
□　「おじさん」「おばさん」「○○クン」「○○ちゃ
ん」と呼ぶ

□　「女性は職場の花でよい」「男のくせに、女のく
せに」と言う

□　「結婚はまだか」「子どもはまだか」と尋ねる
3 職場でのセクシュアルハラスメントについて
（1）職場でセクシュアルハラスメントを受けたこと

がありますか。または、他の人が職場でセクシ
ュアルハラスメントを受けているのを見たり聞
いたりしたことがありますか。

□　受けたことがある（見たり聞いたりしたことがある）
□　受けたことはない（見たり聞いたりしたことが
ない）（→4へ）

（2）そのセクシュアルハラスメントはどのような態
様でしたか。

□　性的な冗談、からかいや質問をされた
□　ヌード写真等を見せられたり、不愉快な視線を
送られた

□　性的含みのあるメール、電話、手紙を受け取った
□　仕事に関係ない食事にしつこく誘われた
□　身体に触られた
□　性的関係を強要された
□　その他（ ）
（3）行為者は誰でしたか。
□　会社の幹部　　□　直属の上司　　
□　他部署の管理職　　□ 同僚　　□　部下　
□　他部署の者　　□　取引先の者、顧客　
□　その他
（4）なぜセクシュアルハラスメントが生じたと思い

ますか。
□　男性労働者と女性労働者の性に対する意識の違
いがあるため

□　女性労働者に対して男性労働者が差別意識を持
っているため

□　部下の男性労働者に対して女性上司が差別意識
を持っているため

□　一部にモラルの低い労働者がいるため
□　パート社員、派遣社員を対等なパートナーと見
なしていない労働者がいるため

□　会社側のセクシュアルハラスメント防止に対す
る使用者責任についての認識が低いから

□　職場全体がセクシュアルハラスメントを問題と
しない雰囲気だから

□　その他（ ）

（5）誰に相談しましたか。
□　家族　□　友人
□　上司（→（6）へ） □　人事課（→（6）へ）
□　その他（ ）
（6）上司や人事課はどのような対応でしたか。
□　相談内容を丁寧に聞いてくれた
□　事情聴取の結果、会社として一定の対応をして
くれた

□　相談は聞いてくれたが、やっかい者のように扱
われた

□　当事者同士で解決するよう言われただけだった
□　その他（ ）

●以下の項目は、防止対策を講じている場合に追加
してください。
4 我が社のセクシュアルハラスメント対策について
（1）セクシュアルハラスメントを防止するために策

定した方針を知っていますか。
□　知っている　　□　知らない
（2）セクシュアルハラスメントについての相談をど

こにすればよいか知っていますか。
□　知っている　　□　知らない（→5へ）
（3）セクシュアルハラスメントについて、相談窓口

を利用したことがありますか。または、必要が
生じたときに今後利用すると思いますか。

□　利用したことがあり、今後も利用すると思う
□　利用したことはあるが、今後は利用しないと思う
□　利用したことはないが、今後は利用したいと思う
□　利用したことはなく、今後も利用しないと思う
（4）相談窓口は利用しやすいと思いますか。
□　利用しやすいと思う（→5へ）
□　利用しにくいと思う
（5）相談窓口を利用しないと思う理由又は利用しに

くいと思う理由は何ですか。
□　同性の相談担当者がいないから
□　相談担当者が１名しかおらず、相談しにくい人
だから

□　プライバシーが守られそうにないから
□　相談担当者が誰か知らないから
□　相談してもきちんと対応してくれそうにないから
□　その他（ ）

5 職場でのセクシュアルハラスメント防止対策で
会社に対して望むことは何ですか。
□　企業トップや幹部の意識を改革して欲しい
□　一般社員の意識啓発研修を行って欲しい
□　管理職の意識啓発研修を行って欲しい
□　セクシュアルハラスメントを許さないという企
業方針を徹底して欲しい

□　利用しやすい相談窓口を設置して欲しい
□　就業規則や労使協定に制裁規定を盛り込んで欲しい
□　問題発生時に迅速・公正な対応をして欲しい
□　風通しのよい職場風土を醸成して欲しい
□　その他（ ）



職場のセクシュアルハラスメント対策、男女雇用機会均等法に関するお問い合わせは、
都道府県労働局雇用均等室へ

厚生労働省のホームページでは、メールによるご質問も受け付けています。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

平成22年1月作成　パンフレットNo.1

［受付時間　8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）］


